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III 制度の現状と運⽤に向けた課題 

 
 

III-１ はじめに ～広域の調査や管理を実現するための工夫～ 

 

石川県農林水産部水産課 藤原 孝浩 

* この資料は 2023 年 12 月 25 日に開催した「自主的管理措置の実践とその効果検証に関する事例集作成」検討会にお

いて魚種別課題（クルマエビ）に対してご講演いただいた際の資料です。事例集作成の過程で制度について取り扱う本

章を新たに設けることとなったため、魚種別課題（クルマエビ）ではなく本章で掲載することとしました。 
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III-２ 制度の現状と運用に向けた課題 

 
国立研究開発法人 水産研究・教育機構  

山崎 いづみ 

 
III-２-１ 背景 

平成 30 年 12 月に改正された漁業法等のもとで、漁業者の自主的な資源管理の取組も資

源管理協定（以下 協定）の形で公的な管理の一部となった。それとともに、この協定に

おいては科学的な知見に基づく目標を定め、これを達成するために管理措置の効果につい

て一定期間ごとに検証・公開し、必要に応じて改善することが義務付けられた。漁業者に

よる自主的な資源管理の歴史の積み重ねを尊重しつつ、公的な管理として効果を高めてい

くことが求められているが、特に沿岸漁業では非 TAC 種の漁獲量が約 6 割、生産額が約 8

割とされている中、自主的な資源管理の成否は沿岸漁業の未来に強い影響を及ぼすことは

明らかである。 

取組を行う管理措置の内容によっては、漁業者の収入が一時的に減少することもありう

る。このような場合も漁業者が資源管理に取り組み続けることができるよう、経済的支援

の制度（収入安定対策）が整備されており、資源管理に取り組んだ結果として仮に漁業収

入が減少しても、制度によって収入はある程度維持される。資源管理への取組に対する経

済的支援の制度そのものは、資源管理を推進するための強力なツールであり、今後も継続

的に必要となると考えられる一方、所得補償の制度が導入された平成 23 年以降も漁業生産

量は減少傾向が続いている。資源管理の効果が上がらない状態で、経済的支援を拡大せざ

るを得ない状態は財政的に持続的とは言い難い。管理措置の内容はその時々の資源の状態

に合わせて有効なものへと適切に更新・改良が図られていくべきであろう。 

今後の自主的資源管理の取組を高度化する方向性としては、管理措置の設定に際して資

源の生態的な特性を考慮し、持続的な漁業の実現を図っていくのが望ましい。一つの資源

に関係する複数の都道府県や異なる漁業種類の漁業者を結びつける協力体制自体は漁業法

の改正以前からすでに構築されているが、現状においては複数の県の海面にわたって分布

する資源の管理は行政上の境界で不連続となっているケースは多いと考えられる。そこで

この章では、資源の生態的な特性を考慮した自主的資源管理へと高度化するために、既存

の資源管理の体系の中でどのようなことができるのかについて検討を行った。 

 
III-２-２ 現状 

 １）制度 
改正漁業法においては資源管理に関する基本的な事項を定めた国の資源管理基本方針及

び都道府県資源管理方針の下、公的規制と自主的管理を組み合わせて資源の管理を推進し

ていくことが掲げられており、漁業者による自主的な取組は関係する漁業者間の協定とい
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う形で公的な制度の構成要素として位置付けられた（資源管理協定体制）。この協定には

①科学的な情報に基づいて管理目標を定めること、②その目標を達成するための管理措置

を設定すること、③資源管理の効果の検証を定期的に実施すること、④検証結果を公表し、

要すれば管理措置の改善を図ること、が求められている。これは生産・業務プロセスの中

で改善や改良を必要とする部分を特定・変更できるようにするためのモデル（PDCA サイ

クル）そのものであり、自主的な資源管理の取組が継続的に効果を上げ続けられるように

する狙いが見て取れる。 

協定への参加によって、厳しい資源管理に取り組むことで収入減が生じた場合に経済的

な支援を受けることができる漁業収入安定対策への加入が認められることから、非 TAC 種

だけでなく TAC 管理対象の魚種でも協定が締結されている。現状では漁協や漁法のまとま

りを単位として締結されているケースが多い。協定で定める管理措置の内容については、

水産庁の資料（水産庁 2021）によると網目制限、漁場造成・保全、保護区の設定、休漁

などが例示されており、資源管理協定体制以前からの自主的資源管理の流れが踏襲されて

いるようである。鳥居（2022）によるアンケートの結果でも実際に設定されている管理措

置のほとんどがこうした内容であった。 

 
 ２）調査・研究 

改正漁業法では国が水産資源の調査ならびに資源の評価を行うことが明記された。この

資源調査及び資源評価の対象となる魚種・系群は、都道府県への調査の結果をもとに選定

されており、令和 5 年現在では 192 魚種・系群の資源評価が実施されている。実際の調査

及び評価は、漁業法改正以前より水研機構を代表機関とした事業実施共同体（JV）が国の

委託事業として資源調査と資源評価を受託、実施している（事業名「水産資源調査・評価

推進委託事業」、以下 調査評価推進事業）。資源評価対象種の調査研究は、魚種・系群ご

図 1 資源評価のための研究機関の枠組み 
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との共通仕様をもとに JV 構成員のうち都道府県が分担して実施するもの（図 1）と大学・

団体等が個別の課題をそれぞれ分担するものがあり、資源評価ならびに資源管理に直接資

するデータの大半は前者の調査によって得られている。この調査では対象とする魚種・系

群ごとの調査仕様の立案、都道府県の魚種・系群別調査計画の策定における技術的助言、

データのとりまとめ・解析の役割を水研機構が担うことによって、行政上の境界線を越え

て対象の魚種・系群の分布域全体に及ぶデータやサンプルの収集が行われている。 

一方、都道府県がそれぞれの管轄する海面における重要度から、独自に資源調査及び管

理を行う資源も存在する。従来は各県の資源管理協議会の下、各県で独立した調査・研究

が進められてきたため、資源評価対象種のような調査の共通仕様は存在しない。資源管理

協議会の調査要素の多くは令和 5 年度から調査評価推進事業に組み込まれたが、委託事業

への移行を選択しなかった都道府県もあり、実施体制は都道府県に委ねられている。 

 

III-２-３ 課題の整理 

この項では、現在の自主的資源管理から個々の資源の生態的な特性を考慮した実効性の

ある内容へと高度化していくための課題について整理する。 

一般的に、水研機構や大学などの研究機関が生物学的な調査を計画する場合、調査の範

囲や調査地点の選定に関して行政上の境界線の存在を考慮しないことが多く、できるだけ

その魚種・系群の分布域全体に調査点を配置するように調査をデザインする。こうした調

査・研究の結果からは、資源全体を俯瞰できるような成果が得られ、本事例集の魚種別課

題（クルマエビ）で示された“資源ユニット”のような、その成果を元にした管理措置が

実際に導入・実施されればその効果は高いものと期待される。しかし、現状ではこうした

調査研究の結果に忠実な管理措置が直ちに漁業現場へ導入されることは希である。 

これは、実際の都道府県の管理では管理の単位が漁協や地域であり、漁業者を中心に協

定が設定されるためである。研究機関では管理の単位を魚種・系群や漁業種類別のまとま

りとする、もしくは管理措置は単一とするなど基本的に単純な構造を想定している。一方、

都道府県の実際の管理は漁業者が実践できる内容であることが大前提であり、管理の単位

が漁協や地域である。そのため、管理の対象とする漁法で複数の資源が漁獲されることに

加え、管理措置の内容は多岐に及ぶなど研究者が考える管理とは乖離がみられる。また、

漁業経営の維持と資源の管理の両方を担う都道府県はすでに管理の導入・実施に膨大なコ

スト（人・予算・時間）を費やして対応をしていることから、資源全体を俯瞰した管理措

置への転換は、さらに多大な労力を要するものと捉えられがちである。 

鳥居（2022）によるアンケートの結果では、自主的な資源管理の取組のうち約半数で効

果が現れていないことが示されたが、効果がみられないケースの中にはいくつかのパター

ンが混在している可能性がある。例えば、管理措置の内容が管理の意味をなしていない場

合（休市日の休漁、対象サイズの個体があまり分布しないエリアでのサイズ規制、出荷し

ないサイズの漁獲制限など）や、管理措置が資源に対して与える効果が推定できないとい
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う場合などである。現行の協定の管理措置は、資源管理協定体制以前の資源管理計画の流

れを踏襲する内容が多く、「操業そのものを自粛することで漁獲努力量を削減するもの」

（A 類）、「操業自粛以外の方法により漁獲努力量を削減するもの」（B 類）、「漁獲努力量を

制限するものではないが、資源増大に資するものとして水産庁長官が認めるもの」（C 類）

の組み合わせになっている。全体として A 類では休漁を中心に操業期間制限、操業時間制

限、B 類では漁獲物制限（体長制限、小型魚保護、産卵親魚保護）や漁獲量制限、漁具制

限、区域制限、C 類では種苗放流などが具体の措置として多く選択されている（鳥居 

2022）。管理措置を設定する協定の範囲が漁協や漁法ごとであるため、措置の組み合わせ

は隣り合う協定でも異なりうる。またその資源に関して複数の都道府県が関係する場合は

都道府県間の調整・連絡がなければ各県の海面で異なる考え方の下に措置が設定されこと

になり（図 2）、いわば管理の「パッチワーク」状態が生じる。こうしたことから個々の協

定による管理措置が資源に与える効果の定量的な評価は困難であり、資源全体に対する自

主的資源管理の効果把握も難しくなる。管理措置の内容が「その海域全体で現実的に求め

られている資源状況や環境変化に対応した管理内容かどうかの点検と改善」については、

資源管理計画の時代にすでに課題の一つとして挙げられていたが（市村 2012）、課題と

して残されていると言える。 

海洋環境の変化をはじめ資源管理を取り巻く状況は資源管理計画の時代から大きく変化

しており、資源管理の効果を得るために系群構造などの生態的特性を考慮することの重要

性は増している。協定の管理措置を資源の生態を考慮した内容へと高度化していくには、

科学的な知見をもとに行政上の境界を超えた管理の方向性を最初に設定し、そこから個々

の協定の措置へとブレイクダウンするという発想に転換することが重要である。 

  

図 2 協定による現在の管理のイメージ 
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III-２-４ 行政的な境界を超えた調査と管理の実施体制 

ここからは、資源の生態を考慮した管理を実現するために、資源調査から管理措置の導

入までの各段階で、どのようなことができるのかについて検討を試みる。まず資源の管理

導入までの流れを列挙すると、種を限らずおよそ次のような段階を経る。 

① （資源の状態や特徴を把握するための）調査計画の立案 

② 調査の実施 

③ 調査データの解析と結果のまとめ 

④ 調査結果に基づく管理措置案の検討 

⑤ 妥当性のある管理措置の採択（要すれば強制力の付与） 

⑥ 管理措置導入 

このうち、①～③の調査研究から得られたデータや知見は④以降での検討の土台となる。

そのため、資源の生物学的、資源学的な情報を俯瞰できる情報を収集するよう資源の分布

に合わせて調査計画を設計することが重要である。④以降は行政主体の会議の体系に移動

するが、管理措置案の検討と、措置の採択という行政的な判断の機能は切り分けたほうが

望ましいと考える。つまり④では科学的な知見をもとに幅広く案を練ることに注力するの

に対し、⑤では実現可能かつ妥当な案の採択のための調整の場として役割を分離するので

ある。科学的検討と行政的な判断を行う会議を分割するこのような構図は、国際資源の管

理を扱う地域漁業管理機関（RFMO）でも採用されていることが多い。 

現在の日本においては、①～③の調査研究の部分は資源評価の対象魚種・系群であれば、

調査評価推進事業において実施される調査のデータをある程度は利用可能である。これは

調査評価推進事業の体系で各県の調査内容はすでに一定の共通化が図られているため、こ

の事業で収集されたデータを対象海域一帯での共通調査の結果とみなすことができるため

である。しかし、資源評価未実施の資源の場合は、調査評価推進事業の体系では扱われな

いため、①の段階から関係県の間での連絡・調整が必要となる。続く④以降の場について

も、トラフグやキンメダイなど広域的な資源の管理体制自体はすでにある。この体制は指

定されている広域種でなくとも、漁業や資源の特性が似通った近隣数県の範囲の管理にも

活用できるだろう。既存の会議体系で具体的に活用の可能性があるものとして、魚種別協

議会があげられる。魚種別協議会は、特定の資源の管理についてのみ取り扱う場であり、

対象の魚種（系群）に関係する漁業者、行政と研究機関によって構成されている。そのた

め、調査に関する内容（①）と行政的な内容（④）の両方を議論する場としても適してい

る（図 3）。 

資源の生態を考慮した管理のため、魚種別協議会は対象とする海域一帯での資源調査・

管理の設計をする機能を強化するということになろう。 
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魚種別協議会で取りまとめた管理措置案に基づいて参画する各県の海面での取組を更新

していくことによって、関係県の海面一帯での管理を資源の生態を考慮した内容に切り替

えていくことができると考えられる。自主的な管理に関する事柄を取り扱うことから、管

理に関する事項は都道府県の関係者が主体的に検討を進め、研究機関が技術的な助言を行

う立場で参画する形が妥当である。実際に協議会が非常にうまく機能したケースとして、

本事例集の魚種別課題（ズワイガニ）で触れられている鳥取県と兵庫県の沖合底びき漁業

者団体同士の協議会（因但底曳協議会）の例がある。行政的な境界を超えた協議会での検

討・協議を経て、自主的資源管理の取組が高度化されてきた経緯が記されている。一方、

同じく本事例集の魚種別課題で取り上げたクルマエビ（瀬戸内海系群）の場合は、令和５

年の時点では資源評価未実施の種であり、資源管理に係る協議会は設置されていない。ク

ルマエビのように成長しながら回遊する種の場合は、成長段階ごとに生息環境に必要とす

る条件が異なることがある。そのため、管理措置案の決定に際しては、個体の生活史を通

した地理的分布・回遊パターンが形成する「資源ユニット」や卵稚仔供給海域や着底場・

生育場を把握した「地理的な個体群構造」を考慮した方がよい場合もある。このことから、

魚種別協議会を設置し、対象とする資源の特性を俯瞰しつつ管理の対象とする海域が果た

す役割や、海域特有の事情等も考慮した管理措置を検討することが必要となる。ただし、

クルマエビは栽培対象種であることから、関係県の担当者では栽培関係の会議体系を活用

してある程度の情報共有が図られている。今後、栽培関係の会議体系と資源管理の会議体

系との間での連携も重要である。 

現状では魚種別協議会が設置されている資源がトラフグ、サワラなど一部の資源に限ら

れている。また、現在の協議会では対象の魚種・系群の分布範囲全域にわたる関係県が多

数参画している。そのため、今後は管理の対象とする魚種・系群に応じて増設すること、

また資源の生態的な特性が類似している都道府県で分会を作って分割するなど調整を進め

図 3 魚種別協議会活用のイメージ 
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やすい形態の模索は必要である。魚種別協議会を使って自主的資源管理協定の高度化を進

めるのであれば、複数都県にまたがる資源の多くで新たに設置が必要となる。現状で協議

会が設置されていない資源の場合、設置運営に係る予算について当面は国で確保するべき

だろう。 

なお、魚種別協議会での検討を経て取りまとめられた管理措置案は単体では強制力を持

たない。管理措置に強制力を求めるのであれば、広域漁業調整委員会（以下 広調委）の

存在も視野に入れておけばよいのではないだろうか。広調委は資源管理措置の適切な実施

を担保するために強制力のある委員会指示の発動が可能であり、太平洋クロマグロ、キン

メダイ、九州・山口北西海域のトラフグなど委員会指示が発出されている。魚種別協議会

で検討を行った管理措置案の妥当性を検討し、採択した案を委員会指示の形で対象とする

海域へ管理措置として導入することも可能になると考えられる。ただし、自主的管理にお

いて強制力を持たせることの是非は慎重に判断する必要があることと、広調委の実態が理

想と乖離していることから、強制力を持たせるには大幅な変革が必要になるだろう。 

 
III-２-５ 資源管理協定の効果・検証の考え方 

協定は定期的にそれぞれ効果の評価・検証とその結果の公表を行うことが義務付けられ

ており、資源評価対象種では資源評価結果の公表ごとに、資源評価未実施の資源について

は協定の有効期間の半ばと終了時に行うこととされている（水産庁 2021）。効果の評

価・検証の方法については資源管理計画から資源管理協定への移行準備の段階で各県にお

いて定められているが、資源管理協定以前の取組において漁獲量、CPUE、魚価、資源評

価などの指標を組み合わせて管理効果を評価しているため（鳥居 2022）、基本的にはこ

の方法を踏襲している協定が多いと想定する。 

個々の協定の管理効果を定量的に把握することが理想的ではある。資源評価対象種にお

いては、資源評価のプロセスで自主的資源管理の効果を考慮することへのニーズもある。

現在の協定で設定されている措置の多くが努力量を調整するものであり、効果を定量的に

評価するには資源量および CPUE 等の指標値の変化が有用であるが、前述のように管理措

置は都道府県単位で設定されていることに加え、その内容も地域によって内容が異なる

「パッチワーク」状態のため、資源全体としては個々の管理効果の検証が困難な場合が多

い。そのような中、本事例集の魚種別課題（ズワイガニ）のように広域的な管理措置が検

討され、定量的な評価が行われている資源は、数少ない検証可能な事例であると言える。 

ただし、このような事例は例外的であり、ひとまずは現状通りの方法で効果の評価を実

施する傍ら、魚種別協議会において協定の有効期間を通じてモニタリングを継続し、協定

の有効期限の最終年に海域一帯の管理の効果の有無を判断するという考え方もありうるだ

ろう。さらに、情報の入手が困難、かつ地域的に管理方策が異なる場合が多い沿岸漁業に

ついては資源評価のプロセスで個々の協定の措置の効果に焦点を当てることは現実的では
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ない。そのため協定の効果の検証の方法については今後、目的に合わせて実施可能な方法

を研究機関も交えて模索する必要がある。 

資源を取り巻く状況は海洋環境を含めてめまぐるしく変化しており、多くの協定で評価

の指標としている漁獲量や CPUE が回復しない場合も考えられる。対照的に、資源の分布

が大きく変わり、ある地方で漁獲が大幅に減少する一方で従前は漁獲がなかった地域で漁

獲されるようなケースが生じることで、資源量が増加した場合においても管理効果の検証

が困難な状況も生じている。このような状況において、全体の漁獲量があまり変動しない

場合でも、海域内の協定全体で資源量の増減に関わる原因と思しき要素を抽出し、それら

の要素に関連する管理措置の修正を繰り返しながら資源管理の高度化を図ることが重要で

ある。

 
III-２-６ おわりに 

海洋環境をはじめとした資源を取り巻く条件が急激に変化し続ける中、再生産を繰り返

してその海域に持続的に分布し続けるという資源特性が大きく揺れ動いている。そのため

資源管理において資源の生態的な特性を考慮することの重要性は、今後さらに増すと考え

られる。本稿では資源管理に係る既存の体系の現状と現在の資源管理協定に関する課題を

整理し、生態的な特性を考慮した管理を実現するためにどのようなことが可能かについて

検討を行った。この検討を通して浮き彫りになってきた研究機関と行政のそれぞれにおい

て求められる対応に関して以下にまとめた。 

 

１） 研究機関 

資源評価の対象種の大半は TAC による管理ではなく自主的資源管理の対象となる資源で

ある。自主的な資源管理が TAC 管理と並ぶ公的管理の一部として位置づけられたことによ

って、資源評価における自主的な資源管理の効果の考慮とともに、資源管理協定の措置の

効果検証に関して、都道府県への技術的な支援に対するニーズが今後高まると考えられる。

このようなニーズに対し、研究機関として自主的資源管理（特に効果の検証）に関しどこ

まで技術的な支援が可能なのか、何が障害であるのかを明確にしたうえで制度が円滑に機

能するように貢献していく必要があるだろう。 

 

２） 行政 

新たな資源管理の推進に向けたロードマップにおいて目標に掲げられた漁獲量 444 万ト

ンを達成するためには沿岸資源の回復も重要である。沿岸漁業では非 TAC 種が非常に多い

ことから、自主的資源管理の成否が非常に重要な意味を持つ。沿岸資源の管理の要が資源

管理協定であるならば、これに取り組む都道府県への予算・人的な支援の強化があれば都

道府県も心強いものと思われる。また、魚種の変動単位は行政区分よりも広く、近隣の都

道府県間の連携が欠かせない。そのため、資源管理協定の対象魚種に魚種別協議会の活用
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を広めていくことが重要である。魚種別協議会に参画する都道府県の間で当該資源に関す

る情報の共有を図ることに加え、必要に応じてローカルな生息状況や生態的特性を把握す

るために共同調査等の実施も検討するべきであろう。漁業者に対しては、その海域の資源

の生態的な特性を踏まえて、何をどのように管理措置に落とし込むか議論を深めるよう促

すことを求めたい。 
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